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令和６年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等 

に関する法律第30条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する 

一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について 

 

 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」

（昭和60年法律第88号。以下「法」という。）により、派遣元事業主は、派遣労

働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働者との間の

均等・均衡待遇（法第30条の３の規定に基づき、派遣先に雇用される通常の労働

者との間で不合理な待遇の禁止等に係る措置を講ずることをいう。以下同じ。）

の確保又は法定の要件を満たす労使協定（法第30条の４第１項の規定に基づい

た、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労

働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表

する者との書面による協定をいう。以下同じ。）による待遇の確保（以下「労使

協定方式」という。）のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確

保しなければならないこととされている。 

労使協定方式においては、派遣労働者の賃金の決定の方法を労使協定により

定めることとされ、当該方法については、「派遣労働者が従事する業務と同種の

業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金（以下「一般賃金」という。）の額

として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」

等の要件を満たすことが必要とされている。 

 令和６年度の一般賃金等の取扱いについては、下記のとおりであるので、遺漏

なきを期されたい。 

  

 

記 

 

別添２ 



 

第１ 基本的な考え方 

１ 労使協定方式の趣旨・目的等 

派遣労働者について、その就業場所は派遣先であり、待遇に関する納得感

を考慮するためには、派遣先の労働者との均等・均衡待遇を確保するための

措置が重要な観点となる。 

一方で、この場合、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者

の所得が不安定になることが想定され、また、一般に賃金水準は大企業であ

るほど高く、小規模の企業であるほど低い傾向にあるが、派遣労働者が担う

職務の難易度は、同種の業務であっても大企業であるほど高度で、小規模の

企業ほど容易とは必ずしも言えず、結果として派遣労働者個人の段階的・体

系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得るものであ

る。 

このため、労使協定方式については、派遣元事業主が労使協定を締結した

場合には、労使協定に基づき派遣労働者の待遇を決定することで、計画的な

教育訓練や職務経験による人材育成を経て、段階的に待遇を改善するなど、

派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うことができ

るようにしたものである。 

したがって、上記の趣旨・目的を踏まえ、労使協定方式による待遇とされ

る派遣労働者（以下「協定対象派遣労働者」という。）の賃金の額について

は、一般賃金の額が下がった場合であっても、見直し前の労使協定に定める

額を基礎として、公正な待遇の確保について労使で十分に協議することが

望まれるものである。 

実際にこれにより待遇を引き下げる場合は、労働条件の不利益変更とな 

り得るものであり、労働条件の不利益変更には、労働契約法（平成19年法律

第128号）上、原則として労使双方の合意が必要であることに留意が必要で

ある。 

また、賃金を引き下げることを目的に、使用する統計等の変更及び使い分

けを行うことは、法の趣旨に反するものとして認められない。 

令和６年度の一般賃金水準（一般基本給・賞与等）は、産業計・職業計で

上昇し、また、上昇する職種の数も増加することとなったが、協定対象派遣

労働者の待遇改善を進める観点から、改訂後の一般賃金水準を遵守した上

で、昨今の経済・物価動向及び賃金動向を勘案して賃金を決定することにつ

いて労使で十分に協議することが考えられること。 

 

 

 

 



 

２ 労使協定に定める賃金の決定の方法 

派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、法第30条の３の規定に基づ

き、派遣先に雇用される通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなけ

ればならないが、法第30条の４第１項の規定に基づき、労使協定を締結し、

法定の事項を定めた場合には、労使協定に基づく待遇（法第40条第２項の教

育訓練及び同条第３項の福利厚生施設を除く。）を確保することとされてい

る。 

労使協定に定める事項については、法第30条の４第１項各号に掲げられ

ているが、同項第２号の規定に基づき、協定対象派遣労働者の賃金の決定の

方法を定めなければならない。また、当該方法については、同項第２号イ及

びロに基づき、以下の３及び４に定める要件を満たすものでなければなら

ない。 

ただし、要件を満たした労使協定を締結した場合であっても、労使協定に

定めた協定対象派遣労働者の賃金の決定の方法に基づき、協定対象派遣労

働者に対して賃金が支払われていない場合には、労使協定に定めた事項を

遵守していないものとして、法第30条の３の規定に基づき、派遣先に雇用さ

れる通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保しなければならないこと

に留意すること。 

 

３ 法第30条の４第１項第２号イの要件 

労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額については、一般賃金

の額と同等以上となるものでなければならない。 

（１）一般賃金 

一般賃金の額については、法第30条の４第１項第２号イ及び労働者

派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施

行規則（昭和61年労働省令第20号。以下「則」という。）第25条の９の

規定により、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地

域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の

労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者

の平均的な賃金の額」とされており、派遣労働者の業務、能力及び経験

並びに派遣就業場所が勘案されるものである。 

この「一般の労働者」とは、無期雇用かつフルタイムの労働者をいう。 

また、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」については、平成11

年11月17日付女発第325号、職発第814号「労働者派遣事業の適正な運営

の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改

正する法律、関係政省令等の施行について」の別添「労働者派遣事業関

係業務取扱要領」第７の５と同様である。具体的には、工場、事務所、

店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経営



 

の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の

独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有するこ

と等の観点から実態に即して判断することとなり、常に雇用保険の適

用事業所と同一であるわけではない。また、協定対象派遣労働者が実際

に就業する場所ではなく、例えば、派遣先の事業所が東京都にあるが、

協定対象派遣労働者が実際に就業する場所が埼玉県である場合、「派遣

先の事業所その他派遣就業の場所」は東京都である。 

なお、一般賃金の範囲については、労働基準法（昭和22年法律第49号）

の賃金に含まれるかどうかにより判断し、基本給のみならず諸手当も

含まれるが、時間外、休日及び深夜の労働に係る手当等は含まれないこ

と。 

（２）協定対象派遣労働者の賃金 

法第30条の４第１項第２号の協定対象派遣労働者の賃金の範囲につ

いても、一般賃金と同様、労働基準法の賃金に含まれるかどうかにより

判断し、基本給のみならず諸手当も含まれるが、時間外、休日及び深夜

の労働に係る手当等は含まれないこと。 

（３）同等以上 

「同等以上」とは、労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額

が、一般賃金の額と同額以上であることをいう。 

また、「基本給・賞与・手当等」（賃金から通勤手当及び退職金を除い

たものをいう。以下同じ。）等の比較に当たっては、比較を簡便にする

観点から、時給換算した額を比較することとする。 

 

４ 法第30条の４第１項第２号ロの要件 

通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如

何を問わず支払われる賃金（職務の内容に密接に関連して支払われるもの

を除く。）を除く賃金については、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、

意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合

に改善されるものでなければならない。 

なお、これらの事項のうちどの事項を勘案するか、その事項をどのように

勘案するかは、基本的に労使に委ねられるものである。 

 

５ 適用日等 

本通知は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの期間について、

適用することとする。 

なお、本通知で定める一般賃金の額について、適用日より前に適用するこ

とを妨げるものではない。ただし、本通知で定める一般賃金の額を適用日よ

り前に適用することにより、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げる場合



 

は、労働条件の不利益変更となり得るものであることに留意すること。 

また、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げることを目的に、一部の職種

のみ本通知で定める一般賃金の額を適用日より前に適用する場合等は、法

の趣旨に反するものであり認められない。  

この他、本通知で示す一般賃金等の取扱いについては、直近の統計調査等

の結果等を踏まえ、毎年度更新する予定である。 

 

第２ 一般賃金の取扱い 

一般賃金の取扱いについては、「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退

職金」ごとに、以下の１から３までのとおりとする。 

１ 基本給・賞与・手当等 

（１）一般賃金のうち基本給・賞与・手当等（以下「一般基本給・賞与等」

という。）の考え方 

一般賃金については、同種の業務、同程度の能力及び経験並びに同一

の派遣就業場所における無期雇用かつフルタイムの労働者の賃金であ

るため、これらに対応するよう、一般基本給・賞与等は以下の方法によ

り算出することとする。 

方法：職種別の基準値（①）×能力・経験調整指数（②）×地域指数（③） 

① 職種別の基準値 

職種別の基準値については、賃金構造基本統計調査の特別集計に

より算出した賃金、又は職業安定業務統計の特別集計による求人賃

金（月額）の下限額の平均を基に一定の計算方法により賞与込みの時

給に換算した額とする。 

② 能力・経験調整指数 

「能力・経験調整指数」とは、能力及び経験の代理指標として、賃

金構造基本統計調査の特別集計により算出した勤続年数別の所定内

給与（産業計）に賞与を加味した額により算出した指数である。具体

的には、「勤続０年」を100として算出したものであり、以下の表のと

おりとなる。 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 10年 20年 

100.0 115.1 126.2 128.1 134.9 147.0 183.1 

③ 地域指数 

「地域指数」とは、派遣就業場所の地域の物価等を反映するため、

職業安定業務統計の求人平均賃金をもとに、都道府県及び公共職業

安定所（以下「ハローワーク」という。）の管轄地域別に、全国計を



 

100として職業大分類の構成比の違いを除去して算出した指数であ

る。 

（２）一般基本給・賞与等の額 

（１）に定める一般基本給・賞与等の額については、別添１又は別添

２の数値（（１）の①×②）に別添３の地域指数（（１）の③）を乗じた

額とし、当該方法により一般基本給・賞与等を算出した結果、１円未満

の端数が生じた場合には、当該端数を切り上げることとする。 

また、一般基本給・賞与等の額の算定の結果、一般基本給・賞与等の

「基準値（０年）」の額が最低賃金法（昭和24年法律第137号）第９条第

１項の地域別最低賃金（以下「地域別最低賃金」という。）又は同法第

15条第１項の特定最低賃金（以下「特定最低賃金」という。）を下回る

場合には、地域別最低賃金又は特定最低賃金の額を「基準値（０年）」

の額とした上で、当該額に能力・経験調整指数を乗じることにより、一

般基本給・賞与等の額を算出すること。この場合においても、一般基本

給・賞与等を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合には、当該端

数を切り上げることとする。 

なお、別添１及び別添２の数値については、以下の点に留意すること。 

① 賃金構造基本統計調査の数値の留意点 

イ 「基準値（０年）」の数値は、以下の（イ）から（ハ）までのと

おり集計したものである。 

（イ） 賃金構造基本統計調査（集計対象：企業規模10人以上の企

業）の無期雇用かつフルタイムの労働者の「所定内給与額」

及び「特別給与額（12ヶ月で除したもの）」を合算した額を

各労働者の所定内労働時間で時給換算したものの平均値を

算出。 

（ロ） （イ）で算出した数値から一般の労働者の通勤手当相当分

「72円」（２の（２）参照）を控除。 

（ハ） 賃金構造基本統計調査の「勤続０年」の数値には中途採用

者が含まれていることを踏まえ、（ロ）で算出した数値から

学歴計の初任給との差（12.6％）を控除。 

ロ 「基準値（０年）最大値」の数値は、過去に適用された当該職種

の基準値（０年）の額が、令和６年度に適用される基準値（０年）

の額より高い場合にその最大の額を記載。 

なお、令和６年度に適用される基準値（０年）の額が最も高い場

合は、「-」と記載。 

ハ 「参考値（０年）」の数値は、一般の労働者の通勤手当相当分「72

円」の控除及び学歴計の初任給との差（12.6％）の調整を行う前の

イの（イ）の数値である。 



 

② 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした数値の留意点 

イ 「基準値（０年）」の数値は、以下の（イ）及び（ロ）のとおり

集計したものである。 

（イ） ハローワークで受理した無期雇用かつフルタイムの労働

者の求人賃金の下限額の平均を時給換算した額（月額×12

÷52÷40）を算出。なお、求人賃金は、勤続年数別に整理す

ることができないため、勤続０年目相当の額として、未経験

者の賃金額と考えられる下限額の平均を基準値としたもの

である。 

（ロ） 求人賃金に特別給与が含まれていないことから、賞与相当

分を勘案するため、（イ）で算出した数値に、賃金構造基本統

計調査の「勤続０年」の特別給与により計算した賞与指数

「1.02」を乗じた数値を算出。 

ロ 基本給及び定期的に支払われる手当が含まれており、通勤手当

は含まれていない。 

ハ 「基準値（０年）最大値」の数値は、過去に適用された当該職種

の基準値（０年）の額が、令和６年度に適用される基準値（０年）

の額より高い場合にその最大の額を記載。 

なお、令和６年度に適用される基準値（０年）の額が最も高い場

合は、「-」と記載。 

ニ 「参考値（０年）」の数値は、ハローワークで受理した無期雇用

かつフルタイムの求人に係る求人賃金（月給）の上限額と下限額の

中間値の平均を時給換算（月額×12÷52÷40）し、賞与指数「1.02」

を乗じた数値である。 

 

２ 通勤手当 

一般賃金のうち通勤手当（以下「一般通勤手当」という。）については、

以下の（１）又は（２）から労使で選択するものとする。なお、一つの労使

協定において、（１）と（２）の双方を選択することも可能である。 

（１）実費支給により「同等以上」を確保する場合 

協定対象派遣労働者に対し、通勤手当として、派遣就業の場所と居住

地の通勤距離や通勤方法に応じた実費が支給される場合には、一般通

勤手当と同等以上であるものとする。ただし、当該通勤手当の額に上限

があるため、通勤手当の額が、派遣就業の場所と居住地の距離に係る費

用の実費に満たない協定対象派遣労働者がおり、当該上限額を協定対

象派遣労働者の平均的な所定内労働時間１時間当たりに換算した額が

「72円」未満である場合には、当該額が「72円」以上となるようにする

こと。 



 

（２）一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合 

一般の労働者の１時間当たりの通勤手当に相当する額を一般通勤手

当とし、当該額を「72円」とする。 

※「72円」は、「平成25年企業の諸手当等の人事処遇制度に関する調

査（独立行政法人労働政策研究・研修機構）」の通勤手当の平均額

を「平成25年賃金構造基本統計調査」の所定内給与及び特別給与の

合計額を除して得た「給与に占める通勤手当の割合」に「令和４年

賃金構造基本統計調査」の所定内給与及び特別給与の合計額を乗

じて得た額に制度導入割合を乗じて得た額を時給換算した額であ

る。 

 

３ 退職金 

一般賃金のうち退職金（以下「一般退職金」という。）については、以下

の（１）、（２）又は（３）から労使で選択するものとする。なお、一つの労

使協定において、労働者の区分ごとに（１）から（３）までを選択すること

も可能である。 

（１）退職手当制度で比較する場合 

協定対象派遣労働者と一般の労働者の退職手当制度を比較する場合、

一般退職金は、退職手当制度がある企業の割合、退職手当の受給に必要

な所要年数、退職手当の支給月数及び退職手当の支給金額を示した別

添４により一般の労働者の退職手当制度として設定したものとする。 

（２）一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合 

一般の労働者の現金給与額に占める退職給付等の費用の割合（以下

この（２）及び（３）において「退職給付等の費用の割合」という。）

を一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退職金とし、当該割合を「５％」

とする。当該一般退職金を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合

には、当該端数を切り上げることとする。 

（３）中小企業退職金共済制度等に加入する場合 

退職給付等の費用の割合を一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退

職金とし、当該割合を「５％」とする。当該一般退職金を算出した結果、

１円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り上げることとする。 

※「５％」とは、「令和３年就労条件総合調査」の「退職給付等の費

用」の「現金給与額」（令和３年賃金構造基本統計調査により超過

勤務手当分を除いた額）に占める割合である。 

※一人の協定対象派遣労働者について、（２）及び（３）を併用する

ことが可能であり、その場合にも、（２）又は（３）と同様、退職

給付等の費用の割合を一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退職

金とし、当該割合を「５％」とする。 



 

第３ 協定対象派遣労働者の賃金の取扱い 

第２の一般賃金の額と同等以上の額を確保する必要がある協定対象派遣労

働者の賃金の取扱いについては、「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退

職金」ごとに、以下の１から３までのとおりとし、これらの賃金の全部又は一

部を合算して「同等以上」を確保する場合の取扱いは、４のとおりとする。 

１ 基本給・賞与・手当等 

以下の（１）及び（２）を合算した額を時給換算した額をいい、当該額が

一般基本給・賞与等の額と同額以上でなければならない。また、時給換算し

た結果、１円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てることとす

る。 

（１）基本給 

個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額をいう。 

（２）賞与・手当等 

賞与・手当等に相当する賃金については、例えば、業績に連動した手

当等のように、仮に個々の協定対象派遣労働者ごとに一定額の支払い

を求めることとするとした場合に、賞与・手当等としての機能や賃金体

系の柔軟性が失われるおそれがあるものもあることから、「個々の協定

対象派遣労働者に実際に支給される額」のほか、「直近の事業年度にお

いて協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」、「協定対象派遣労

働者に支給される見込み額の平均額」又は「標準的な協定対象派遣労働

者に支給される額」等を労使で選択することも可能である。 

 

２ 通勤手当 

（１）実費支給により「同等以上」を確保する場合 

第２の２の（１）のとおりである。 

（２）一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合 

通勤手当として支給される賃金を時給換算した額をいい、当該額が

第２の２の（２）の「72円」以上でなければならない。当該賃金の額に

ついては、「個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額」のほか、

「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均

額」、「協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」又は「標準

的な協定対象派遣労働者に支給される額」等を労使で選択することも

可能である。 

 

３ 退職金 

（１）退職手当制度で比較する場合 

協定対象派遣労働者を対象とする退職手当制度をいい、第２の３の



 

（１）のとおり設定した一般の労働者の退職手当制度と同等以上の水

準となるものでなければならない。この「協定対象派遣労働者を対象と

する退職手当制度」については、「全ての協定対象派遣労働者に適用さ

れるものであること」、「退職手当の決定、計算及び支払の方法（例えば、

勤続年数、退職事由等の退職手当額の決定のための要素、退職手当額の

算定方法及び一時金で支払うのか年金で支払うのか等の支払の方法を

いう。）」及び「退職手当の支払の時期」が明確なものでなければならな

い。 

なお、「同等以上の水準」とは、第２の３の（１）のとおり設定した一

般退職金の勤続年数別の支給月数又は支給金額と同水準以上であること

をいう。 

（２）一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合 

協定対象派遣労働者に支給される退職金相当の手当等に相当する賃

金をいい、当該賃金の額が第２の３の（２）の一般退職金と同額以上で

なければならない。当該賃金の額については、「個々の協定対象派遣労

働者に実際に支給される額」のほか、「直近の事業年度において協定対

象派遣労働者に支給された額の平均額」、「協定対象派遣労働者に支給

される見込み額の平均額」又は「標準的な協定対象派遣労働者に支給さ

れる額」等を労使で選択することも可能である。 

（３）中小企業退職金共済制度等に加入する場合 

第２の３の（３）の一般退職金の額以上の掛金（派遣元事業主負担分

に限る。以下同じ。）により、中小企業退職金共済制度、確定給付企業

年金、確定拠出年金等（以下「中小企業退職金共済制度等」という。）

に加入する場合又は一般退職金の額以上の退職一時金の費用を派遣元

事業主が負担している場合には、協定対象派遣労働者の退職金が一般

退職金と同等以上であるものとみなす。この「等」には、例えば、派遣

元事業主が独自に設けている企業年金制度が含まれるものである。 

なお、派遣労働者の納得感により資するよう、協定対象派遣労働者の

基本給・賞与・手当等の額に退職給付等の費用の割合を乗じた額以上の

額を中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金、確定拠出年金等の掛

金等とすることが望ましいものである。 

※一人の協定対象派遣労働者について、（２）及び（３）を併用するこ

とが可能であり、その場合には、（２）の賃金と（３）の掛金等の合

計額が、第２の３の（２）又は（３）の一般退職金の額と同額以上で

なければならない。 

 

４ 「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」の全部又は一部を合算

する場合の取扱い 



 

「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」の全部又は一部を合算

した上で一般賃金の額と「同等以上」を確保する場合には、以下の表の①か

ら③までのいずれかの方法によらなければならない。なお、「通勤手当」を

合算することができるのは、第２の２の（２）及び第３の２の（２）の場合

に限られ、「退職金」を合算することができるのは、第２の３の（２）及び

第３の３の（２）の場合に限られる。 

 一般賃金 協定対象派遣労働者の賃金 

① 
「一般基本給・賞与等」 

＋「一般通勤手当」（72円） 

「基本給・賞与・手当等」 

＋「通勤手当」 

② 

「一般基本給・賞与等」 

＋「一般退職金」（５％を一般基

本給・賞与等に乗じた額） 

「基本給・賞与・手当等」 

＋「退職金」 

③ 

「一般基本給・賞与等」 

＋「一般通勤手当」（72円） 

＋「一般退職金」（５％を一般基

本給・賞与等に乗じた額） 

「基本給・賞与・手当等」 

＋「通勤手当」 

＋「退職金」 

 

第４ 労使協定の締結における留意点 

以下の１から３について、労使で十分な協議を行った上で合意した内容を

労使協定に定めること。 

また、労使協定の締結にあたっては、第１の１に記載のとおり、労使協定方

式の趣旨・目的等に鑑みて、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保について

労使で十分に協議すること。 

１ 基本給・賞与・手当等 

以下の（１）から（３）までを労使で選択し、選択した内容をもとに、第

２の１のとおり一般基本給・賞与等を算定した上で、算定した一般基本給・

賞与等及び協定対象派遣労働者の基本給・賞与・手当等を労使協定に定める

こと。 

（１）職種別の基準値 

一般基本給・賞与等の職種別の基準値は、労働者派遣契約、就業の実

態等を勘案し、別添１又は別添２の職種の基準値のうち、協定対象派遣

労働者が従事する業務と最も近いと考えられるものを選択すること。

例えば、協定対象派遣労働者の「中核的業務」をもとに、これらの統計



 

の職種別の賃金を選択することが考えられる。なお、「中核的業務」と

は、ある労働者に与えられた職務に伴う個々の業務のうち、当該職務を

代表する中核的なものを指し、「与えられた職務に本質的又は不可欠な

要素である業務」、「その成果が事業に対して大きな影響を与える業務」

及び「労働者本人の職務全体に占める時間的割合・頻度が大きい業務」

の基準に従って総合的に判断されるものである。職種の選択に当たっ

ては、職種について解説している「賃金構造基本統計調査の「役職及び

職種解説」」又は「第４回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表 

改訂の経緯とその内容」（独立行政法人労働政策研究・研修機構 2011年

６月）を参照すること。 

また、別添１又は別添２のうち、どの職種を選択するかは、基本的に

は労使の選択に委ねられるものであるが、協定対象派遣労働者の賃金

を引き下げることを目的として、恣意的に職種を使い分けることは法

の趣旨に反するものであり認められない。 

この他、一つの労使協定において、職種ごとに別添１及び別添２を使

い分ける場合には、その理由を労使協定に記載すること。また、一つの

労使協定において、別添２の職種を選択する場合であって、「「大分類」

と「当該大分類内の中分類又は小分類」」又は「「中分類」と「当該中分

類内の小分類」」を使い分ける場合には、その理由を労使協定に記載す

ること。 

（２）能力・経験調整指数 

一般基本給・賞与等の能力・経験調整指数は、第２の１の（１）の②

のとおりであるが、協定対象派遣労働者の賃金の決定方法に応じて、協

定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえつつ、一般の労働者の勤続

何年目相当に該当するかを考慮して適切なものを選択し、労使協定に

定めること。例えば、協定対象派遣労働者の賃金が職務給である場合に

は、派遣労働者の業務の内容、難易度等が一般の労働者の勤続何年目に

相当するか、という観点から選択することが考えられる。 

（３）地域指数 

一般基本給・賞与等の地域指数は、第２の１の（１）の③のとおりで

あるが、協定対象派遣労働者の派遣先の事業所その他派遣就業の場所

の所在地を含む都道府県又はハローワーク別の地域指数を選択し、労

使協定に定めること。 

また、都道府県又はハローワーク別の地域指数のいずれかを選択す

るかは、基本的には労使の選択に委ねられるものであるが、協定対象派

遣労働者の賃金を引き下げることを目的として、恣意的に地域指数を

使い分けることは、法の趣旨に反するものであり認められない。 

この他、一つの労使協定において、都道府県及びハローワーク別の地



 

域指数を使い分ける場合には、その理由を労使協定に記載すること。 

なお、地域指数として全国計「100.0」の数値を用いることについて

は、則第25条の９に定める「派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所

在地」を勘案していることにはならず、一般賃金の額の算定要件を満た

すものではないため、認められない。 

 

２ 通勤手当 

（１）実費支給により同等以上を確保する場合 

協定対象派遣労働者に対して、通勤手当として、派遣就業の場所と居

住地の距離に係る費用の実費に相当する額を支給する旨を労使協定に

定めること。当該額に上限がある場合には、上限額を協定対象派遣労働

者の平均的な所定内労働時間１時間当たりに換算した額をあわせて労

使協定に定めること。 

（２）一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合 

第２の２の（２）の一般通勤手当「72円」及び第３の２の（２）又は

４を満たすことが分かる内容を労使協定に定めること。 

 

３ 退職金 

（１）退職手当制度で比較する場合 

第２の３の（１）のとおり設定した一般退職金及び第３の３の（１）

の協定対象派遣労働者を対象とする退職手当制度を労使協定に定める

こと。 

（２）一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合 

第２の３の（２）の一般退職金及び第３の３の（２）又は４を満たす

ことが分かる内容を労使協定に定めること。 

（３）中小企業退職金共済制度等に加入する場合 

協定対象派遣労働者が中小企業退職金共済制度等に加入する旨を労

使協定に定めること。例えば、中小企業退職金共済制度の場合には、独

立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との

間で退職金共済契約を締結する旨を労使協定に定めることが考えられ

る。 

 

第５ 本通知に示す統計以外の統計の利用 

一般基本給・賞与等、一般通勤手当及び一般退職金については、以下の１か

ら３までのとおり、本通知に示す統計以外の統計（以下「独自統計等」という。）

を用いることを可能とする。なお、独自統計等を用いる場合には、その理由を

労使協定に記載すること。 



 

１ 一般基本給・賞与等 

（１）考え方 

一般基本給・賞与等については、第２の１の（２）のとおり、本通知

に示す別添１又は別添２の数値等を労使で選択することとなるが、賃

金構造基本統計調査で把握できる職種と派遣労働者が実際に行う業務

との間に乖離がある場合、又は厚生労働省編職業分類の各小分類に含

まれる職業に照らして、当該小分類に係る求人賃金の下限額の平均が

派遣労働者の実際に行う業務に対する賃金の基準値とするのに適切で

ないと認められる場合等には、一定の要件を満たすことを条件として、

独自統計等を用いることを認める。 

（２）使用可能な独自統計等 

以下の①から③までの統計を認める。 

① 統計法（平成19年法律第53号）第２条第６項の基幹統計調査又は

同条第７項に規定する一般統計調査に該当する調査 

② ①以外の地方公共団体又は独立行政法人等（統計法第２条第２

項の独立行政法人等をいう。第５において同じ。）による統計 

③ ①及び②以外の統計であって、（３）の要件を満たすもの 

（３）独自統計等の要件 

（２）の①及び②については、厚生労働省職業安定局需給調整事業課

（以下「需給調整事業課」という。）への協議は不要であるが、例えば、

一般賃金として適切な母集団でない統計調査等は独自統計等として認

められない。 

（２）の③の統計については、以下の①から⑦までの事項を満たすも

のでなければならない。また、既存の統計ではなく、（２）の③の統計

に該当する統計を作成するため、経済団体、労働組合、業界団体等が新

たに調査を実施する場合には、当分の間、当該調査を実施する前に、需

給調整事業課に協議するものとする。 

また、派遣元事業主は、（２）の③の統計を用いる場合には、当分の

間、労使協定を締結する前に、需給調整事業課に協議するものとする。

ただし、経済団体、労働組合、業界団体等が実施した調査であって同課

に協議したものによる統計を用いる場合には、労使協定を締結する前

に、同課に報告するものとする。 

① 調査対象とする業務等が明確であること。 
② 適切なサンプルサイズが確保されていること。具体的には、職種

及び勤続年数ごとに標準誤差率５％以内又は250以上のサンプル

サイズが確保されていること。 

③ 標本が無作為に抽出されていること。 
④ 一般基本給・賞与等を調査するものとして、適切な母集団が設定



 

されていること。具体的には、母集団が少数の企業のみで構成され

ている場合や派遣先の顧客企業のみで構成されている場合、企業

規模に偏りがある場合、母集団を恣意的に操作できる場合等は、認

められない。また、当該母集団の特性を⑦の公表の際に示すこと。 
⑤ 一般基本給・賞与等として用いる調査として、適切な復元処理を

行っていること。 
⑥ 調査時点が適切であること。原則として、適用しようとする基本

給・賞与・手当等の直近１年以内の数値を調査することとするが、

これより前の数値を調査する場合には、一般基本給・賞与等として

用いる際に、適切な賃金上昇率を用いて補正すること。 
⑦ 経済団体、労働組合、業界団体等が行う公表を前提とした統計調

査であること。 
（４）独自統計等を用いる場合の留意点 

① 独自統計等の数値を一般基本給・賞与等とする場合には、独自統計

等を労使協定に添付するとともに、独自統計等を用いる理由を労使

協定に記載すること。 

② 原則として、独自統計等の調査対象地域に協定対象派遣労働者の

就業場所等が含まれていること。調査対象地域が全国又は都道府県

をまたぐ地域である場合には、派遣先の事業所その他派遣就業の場

所に応じて、地域指数により数値を補正すること。 

③ 独自統計等の有効期間は原則１年とすること。ただし、労使で十分

な議論を行うことを前提として、適切な賃金上昇率を用いて補正し、

労使協定に記載する場合は、当該補正を行った額を使用することも

認められること（ただし、用いようとする独自統計等について、当該

独自統計等が最新版の調査であるか確認すること。）。   

 

２ 一般通勤手当 

（１）考え方 

第２の２の（２）の「72円」については、無期雇用かつフルタイムの

労働者に支給された通勤手当の平均値をもとに算出した限定的な数値

であるため、一定の要件を満たすことを条件として、独自統計等を用い

ることを認める。 

（２）使用可能な独自統計等 

以下の①から③までの統計を認める。 

① 統計法第２条第６項の基幹統計調査又は同条第７項に規定する

一般統計調査に該当する調査 

② ①以外の地方公共団体又は独立行政法人等による統計 

③ ①及び②以外の統計であって、（３）の要件を満たすもの 



 

（３）独自統計等の要件 

（２）の①及び②については、需給調整事業課への協議は不要である

が、例えば、一般賃金として適切な母集団でない統計調査等は独自統計

等として認められない。 

（２）の③の統計については、以下の①から⑦までの事項を満たすも

のでなければならならない。また、既存の統計ではなく、（２）の③の

統計に該当する統計を作成するため、経済団体、労働組合、業界団体等

が新たに調査を実施する場合には、当分の間、当該調査を実施する前に、

需給調整事業課に協議するものとする。 

また、派遣元事業主は、（２）の③の統計を用いる場合には、当分の

間、労使協定を締結する前に、需給調整事業課に協議するものとする。

ただし、経済団体、労働組合、業界団体等が実施した調査であって同課

に協議したものによる統計を用いる場合には、労使協定を締結する前

に、同課に報告するものとする。 

① 調査対象とする地域又は交通手段等が明確であること。 
② 適切なサンプルサイズが確保されていること。具体的には、地域

ごとに標準誤差率５％以内又は250以上のサンプルサイズが確保

されていること。 

③ 標本が無作為に抽出されていること。 
④ 一般通勤手当を調査するものとして、適切な母集団が設定され

ていること。具体的には、母集団が少数の企業のみで構成されてい

る場合や派遣先の顧客企業のみで構成されている場合、企業規模

に偏りがある場合、母集団を恣意的に操作できる場合等は、認めら

れない。また、当該母集団の特性を⑦の公表の際に示すこと。 
⑤ 一般通勤手当として用いる調査として、適切な復元処理を行っ

ていること。 
⑥ 調査時点が適切であること。原則として、適用しようとする通勤

手当の直近１年以内の数値を調査することとするが、これより前の

数値を調査する場合には、一般通勤手当として用いる際に、適切な

賃金上昇率を用いて補正すること。 
⑦ 経済団体、労働組合、業界団体等が行う公表を前提とした統計調

査であること。 
（４）独自統計等を用いる場合の留意点 

① 独自統計等の数値をもとに一般通勤手当を設定した場合には、独

自統計等を労使協定に添付するとともに、独自統計等を用いる理由

を労使協定に記載すること。 

② 独自統計等の調査対象地域に協定対象派遣労働者の就業場所等が

含まれていること。 



 

③ 独自統計等の有効期間は５年とすること。ただし、労使で十分な議

論を行うことを前提として、適切な賃金上昇率を用いて補正し、労使

協定に記載する場合は、当該補正を行った額を使用することも認め

られること。 

 

３ 一般退職金 

（１）考え方 

第２の３の（１）の別添４については、例えば、調査対象が中小企業

であることなど、一般の労働者の退職金として示す数値に限りがある

ため、一定の要件を満たすことを条件として、独自統計等を用いること

を認める。 

（２）使用可能な独自統計等 

以下の①から③までの統計を認める。 

① 統計法第２条第６項の基幹統計調査又は同条第７項に規定する

一般統計調査に該当する調査 

② ①以外の地方公共団体又は独立行政法人等による統計 

③ ①及び②以外の統計であって、（３）の要件を満たすもの 

（３）独自統計等の要件 

（２）の①及び②については、需給調整事業課への協議は不要である

が、例えば、一般賃金として適切な母集団でない統計調査等は独自統計

等として認められない。 

（２）の③の統計については、以下の①から⑦までの事項を満たすも

のでなければならならない。また、既存の統計ではなく、（２）の③の

統計に該当する統計を作成するため、経済団体、労働組合、業界団体等

が新たに調査を実施する場合には、当分の間、当該調査を実施する前に、

需給調整事業課に協議するものとする。 

また、派遣元事業主は、（２）の③の統計を用いる場合には、当分の

間、労使協定を締結する前に、需給調整事業課に協議するものとする。

ただし、経済団体、労働組合、業界団体等が実施した調査であって同課

に協議したものによる統計を用いる場合には、労使協定を締結する前

に、同課に報告するものとする。  

① 調査対象とする受給者等が明確であること。 
② 適切なサンプルサイズが確保されていること。具体的には、職種

等ごとに標準誤差率５％以内又は250以上のサンプルサイズが確

保されていること。 

③ 標本が無作為に抽出されていること。 
④ 一般退職金を調査するものとして、適切な母集団が設定されて

いること。具体的には、母集団が少数の企業のみで構成されている



 

場合や派遣先の顧客企業のみで構成されている場合、企業規模に

偏りがある場合、母集団を恣意的に操作できる場合等は、認められ

ない。また、当該母集団の特性を⑦の公表の際に示すこと。 

⑤ 一般退職金として用いる調査として、適切な復元処理を行って

いること。 

⑥ 調査時点が適切であること。原則として、適用しようとする退職

金の直近１年以内の数値を調査することとするが、これより前の

数値を調査する場合には、一般退職金として用いる際に、適切な賃

金上昇率を用いて補正すること。 

⑦ 経済団体、労働組合、業界団体等が行う公表を前提とした統計調

査であること。 

（４）独自統計等を用いる場合の留意点 

① 独自統計等の数値をもとに一般退職金を設定した場合には、独自

統計等を労使協定に添付するとともに、独自統計等を用いる理由を

労使協定に記載すること。 

② 独自統計等の調査対象地域に協定対象派遣労働者の就業場所等が

含まれていること。 

③ 独自統計等の有効期間は５年とすること。 

 


